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苦情の申出に係る対応について（通知）

下記1の苦情の申出について、名古屋地方裁判所がした司法行政文書の一部不開

示の判断は、下記2の答申を受けたことを踏まえ、下記3のとおり一部是正すべき

と判断しましたので、通知します。

なお、是正後の開示に関する事項は、別途名古屋地方裁判所から通知されます。

記

1 苦情の申出の内容

（1）苦情の申出に係る司法行政文書の名称等

名古屋地裁及び管内簡裁の職員配置表（令和6年4月以降の最新版）

（2）苦情の申出がされた日

一 令和7年3月1 3日付げて同月1 4日受付）

2 答申番号

令和7年度 （情）答申第71号

3 判断及びその理由

別紙1記載の各文書のうち、別紙2記載の各部分を除く原判断において不開示

とした部分は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。

）第5条第1号、第4号又は第6号に規定する不開示情報に相当すると認められ

るから、当該部分を不開示とした原判断は相当である。



一方､ 別紙2記載の各部分は、法第5条第1号ただし書イに相当するものと

して開示することとした。
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(担当）秘書課（文書開示第二係） 電話O 3 （4233）5240（直通）



別紙1

名古屋地方裁判所事務局総務課・人事課職員配置表（令和6年4月1

名古屋地方裁判所事務局経理課・出納課職員配置表（令和6年4月1

首席書記官 三谷 明史で始まる文書（令和6年4月15日現在）

首席書記官 三谷 明史で始まる文書(令和6年4月1日現在）

裁判官 森島 聡で始まる文書（令和6年4月1日現在）

名古屋地方裁判所管内支部職員配置表（令和6年4月1日現在）

日現在）

日現在）
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名古屋簡易裁判所職員配置表（令和6年4月1日現在）

名古屋地方裁判所管内独立簡裁職員配置表（令和6年4月1日現在）



別紙2

名古屋地方裁判所事務局経理課・出納課職員配置表(令和6年4月1日現

うち、以下の各部分に記載されたもの

1 「係名」欄の上から1番目《2番目及び3番目の枠内に記載されたもの

日現在） の

2 「係名」欄の下から1番目の枠内に記載されたもの
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